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パラオ国環境配慮型交通システム整備プロジェクト

【背景】
パラオは、国全体の人口規模は約1万8000人（世界銀行、2020年）であるが、
観光客は新型コロナウィルス感染症拡大前には年間約10万人（パラオ政府観光
局、2019年）の観光客が訪れており、観光が主要産業となっている。パラオで
は2019年に発表した「1st Voluntary National Review on the SDGs」の中
で、再生可能エネルギーを活用した交通網の整備が挙げられている。同国が持
続的な経済成長を成し遂げるためには、これらの課題への解決策として、国民
及び観光客が利用しやすく、また海洋国家・観光立国という特性を考慮した、
自家用車に代わる交通手段（以下、「環境配慮型交通システム」という。）を
選択できるようにする必要がある。短期的には公共バスの運営効率化とその輸
送能力の拡充、中長期的には電気バス（以下、「EVバス」という。）や本邦で
も地方の観光地で利用が進む自動車よりコンパクトで環境性能に優れた少人数
向けの車両（以下、「小型モビリティ」という。）の導入、複数の公共交通や
それ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行
うサービス（Mobility As A Service（MaaS））やオンデマンド交通等の従前
の公共交通に留まらない新規的な交通手段（以下、「モビリティ」という。）
も検討対象となり得る。かかる背景の下、本プロジェクトでは、環境に配慮し
た将来像を見据えたパラオ側の交通マスタープラン策定を支援する。

【目的】
本事業は、パラオにおいて公共交通に係るパイロットプロジェクト（注）の実
施及び持続可能な環境配慮型交通マスタープラン策定を支援することにより、
公共交通の計画・実施に向けたパラオ側の能力向上を図り、もって環境配慮型
交通システム導入の実現に寄与するもの。

（注）現在想定しているパイロット事業は、本事業で調達するバス2台を用い
た6ヵ月間のバス運行である。
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